
年 月日

登録事項等についての説明

貸主（甲）住所 横浜市青葉区鉄町2075番地3

氏名 社会福祉法人緑成会

理事長田中賓 印

代理人 仕所

氏名 印

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するにあたり、高齢者の居住の安定確保に関する法律

第17条に基づき、以下の事項について、書面を父付して説明しますc

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

登録の区分 □ 新規 ■更新（従前の登録番号浜25(3)004 ） 

（ふりがな） かやのき
住宅の名酌

．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．臀"響•,,.......................................．幽．．．．．．．...........．．ヽ●●●● ●●ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．

かやの樹

所在地 （住居表示）横浜市青葉区大場町303-1

利用父通手段
■ l電車（東急疇都市颯／横浜雌地下鉄あざみ野駅からバス12分／または徒歩25分）
■ 2．その他（あざみ野釈より東急バス71・72系統「あざみ野ガーデンズ」行きに乗車「大場坂上」下申徒歩5分）

住宅に関する
□ 1，所有権 ●2．賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
期間 2023年 7月 1日から 2033年 6月 30日まで

施設に関する
□ 1．所有権 □2.賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
期間 年 月 日から 年 月 日まで

敷地に関する
□ 1．所有権 □2.地上権 ●3．賃借権 □4.使用貸借による権利

権原
期間 2023年 7月 l Hから 2033年 6月 30日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること，

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 圃法人 口個人

商号、名称 （ふりがな） しゃかいふくしほうじんりょくせいかい
....................................................................................,.....響.........................—·•—....•ー．．．．．．．．．．．二●●●●●●●●＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．＊ヽ●●●..........

又は氏名 社会福祉法人 緑成会

住 所 （郵便番号 225-0025)

（法人にあっては 横浜市青葉区鉄II!」2075番地3主たる宝務所の所
在地） 電話番号 045-903-8500 

法人の役員 別添 I のとおり

（ふりがな）
• •• ·········9 9 ●疇9響•.......疇.....................................●●,....雫●●●疇...·····-······.....疇............,.................................•............尋．．．．．．．．．．．．．鴨●●●● ● ··,.......疇••................ ・-・・・ ・・・・-
商号、名称又は氏名

法定代理人
住所 （郵便番号 ） 

（法人にあっては
（未成年の個人

主たる事務所のである場合）
所在地） 電話番号

法人の役員



3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな） しゃかいふくしほうじんりょくせいかい
事務所の名称

...........................................................................→●●.............●●→ ●●●幽●●●●●●●→ ●● ●●ー・，．．．．疇●●● ●● ●● ••—· •—•—........................................................鼻···••••............ --·• -・-...  ・

社会福祉法人 緑成会

（郵便番号 225-0025)

事務所の所在地 横浜市青葉区鉄町2075番地3

電話悉号 045-903-8500 

4.サーピス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 14戸

居住部分の （最小） 31, 62 m2  

規模
（最大） 而 詳細については、別添 2 のとおり31, 62 

構造及び設備
共同利用設備 ■あり □なし
構造 木 造 階数 2 階建

竣...lの年月 2001 年 4月 l E 

■登録基準に適合している
加齢対応構造

・ エレベーターを備えている等

■緊急通報装世を備えている

5.サービス付き高齢者向け住宅0)入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 口その他
終身賃貸事業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
可

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯

人店者の資格． ②高齢者＋同居者（配偶者／60歳以卜-の親族／要介護認定又は要支援認定を受けている
60歳未満の親族／特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは英支援認定を受けている60躁未満
の者をいう0)

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

1入居開始時期1 年 月 日から

注）入居開始年は、西暦で記入するごと6



6ーサービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算月額）

状況把据
・ 自ら 口委託 約 40,000 円

牛活相談
詳細について高齢者生活支

食事の提供 口委託 口提供しない 約援サービス ■ 自ら 52,500 fil は、

入浴咎の介護 口自ら 口委託 ■提供しない 約 0円 別添 .1 

調理等の家車 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 1,000円 のとおり

健限の維持増進 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 0円

その他 ■ 自ら 口委託 口提供口よい 約 0円

家貨の概算額
（最低） 約 95,000円

住戸ごとの内容は別添 2
（景高）

のとおり
約 97,000円

共益要の概算額
（最低） 約 20,000円

（最高） 約 20,000円

敷金の概算額
（最低） 約 285,000円

家貨の
（最高）

3月分
約 291,000円

前払金※の有無 口あり ■なし
家貸等の前払

（最低） 約 円 （最高） 約 円金の概探額

家賃等の前払 家賃

金の算定の甚
礎 サービス提供

の対価

返還額の算定
方法

前払令の保全 〇銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 口その他（ ） 

特定施設入届 口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 
者生活介護挙
業所 ■指定を受けていない

地域密着型特
口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 定施設入居者

生活介護事菜 ■指定を受けていない
所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 
施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない
※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家貸等の全部又は一部を一括して受領する場合をい
う。



7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口筒理業務を委託

委託する棠務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

商号、名称
（ふりがな）

....................................................,..●● 9 ●雀●●ヽ，．．．、．．．．．．‘．....................,..............au••H••■•••..••••••H、..........●●ム●●●...．．ー......．上●●·••・ ·9一．•デ・•・.....·•・●.......•響••●•．.'．・..・•'.....’•..●.

又は氏名

任 所 （郵便番号 ） 
（法人にあっては

主たる在享地務）所の所
電話番号

修緒計画

計画策疋•(J)
口あり ■なし

有無

人規模修緒の
頃実施予定実施予定

その他計画的
な修紐1，定



8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者店宅生活支援亨業を行う施設（該当する楊合のみ）

施設の名称 提供されるサービスの概要 事業所の場所

〇桐ーの注築物内

口同の敷地内

口隣接するl.:地

口同•の建築物内

□同一の敷地内
口隣接する土地

口同一の建築物内

01司ーの敷地内

口隣接する土地

□同一の建築物内
□同一の敷地内
口隣接する土地

9.高齢者居宅生活支援事業を行う者との連換及び協力（該当する場合のみ）

1造携又は協力の相手方

事三三］：●●●●●:..”...................... ..... ................................ . 

（郵便番号

事業所の所在地

電話番号

連携又は協力
の内容

10.運営方針（別恭40)とおり）

11.登録の申請が甚本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

横浜市の基本方針及び高齢者居住安全確保計il!liに沿って適切に運営します。

上記につきまして、高齢者の店住の安疋確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年 月

主
借

日

住所

氏名 印



1別添 1 | 
役員名簿

ー （ふりがな）
-----------------------......... -----------------------------• --・ • • ・ • ・ • ----

氏名

たなかみのる
田中官
'・;:.;..;・r+-t・---.......................... ・-... --.... --------------..........―|理事長

いいづかよしなり~~~--~-~----------·.... ・・---. -......... --.......... ----............. -1理事
飯塚良成
ひらもとまこと箪五漏......-----------••-------....----............... . ------―＿ー―-―|理事

なかにしたけお,...................... -------------... --.. ------......... ・・・・---...... -----
中西武夫 I理事
ふるかわさちこ1-~·1·;;·~·:;.·· -------.... -. -........................ -----. --------――．．ー―|理事
古川幸子
＇おがわまさひろ. :;,・ ・1・;;. -~ ・;;;.・ ------疇一疇一--------•ー・・····· ••• ••• -• -----•------• -•----―．ー―|理事
小川昌宏
いしいたっゃ 1理事

石井竜也

心セ衷？恙奈唸＿―――------------------疇.......……-疇........…••-」監事
岩松正憲
かつのけんじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・---・・-・・・・・-・-・--・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・----勝野健治 1監事

役名等

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書
面に記載し、その書面をこの吾面の次に添付すること。



別部 2

ー 住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

住棟番号 専用部分の 構造及び設備※ 住戸数 住戸番号 月額家貨
床面積 完 伎 洗 浴 台 収

（該当するも(/)を全て記栽）
（概算額）

（ポ） 備 所 面 室 所 納 （戸） （円）

l 31.62 

゜゚゜゚゜゚
10 
102~103 105~107 

95,000 
202~203 205~207 

1 31.62 

゜゚゜゚゜゚
4 101 108 201 208 97,000 

l 

＇ 

l 

注 1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設伽及び柑造梱の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す，

※有りの場合は、〇、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載すること D

2. 共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積

整備箇所 想定利用戸数
備考(1if) （戸）

食堂 l 51.04 1階調理室横 14 地域交流室としても利用

注）整伽蝕所は、添付図面との対応関係を明確に記栽すること。



別添 3

1.状況把握及び生活相談サーピスの内容

提供形態 薗サービス付き高齢者liiJけ住宅提供事業者が自ら捉供する 口委託する
委
商号、名称

（ふりがな）
託 ・・・・・・ ・・・・・・・・・.... ・・・・・・・・・・..........................................................,......,.........響●●●●....................................................、...............、...........-・・ヽ.. ·•····--········、................................,.

す 又は氏名
る
楊

＾ ロ 住 所 （郵便番号 ） 
の （法人にあって
委 は主たる亨務所
託 の所任地） 電話番号先

口医療法人 口 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 ■社会福祉注人 ロ 指定介護予防サーピス事業者

する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 口 指定介諮予防支援事業者

口指定地域密着型サービス事業者 口 上記以外の法人等

口医師 人員 人 ． 社会福祉七 人員 人

口石護師 人員 人 ． 介護支援専門員 人負 1人
サービスを提供 ■准看證師 人員 2人 ． 養成研修修了者 人員 1人する者の人数

■介護梱祉士 人員 2人 ． ヒ祀以外の職員 人員 4人

合 計 人員 10人

■同一の敷地内 口隣接する土地

常駐する場所
ロ近接する七地

（所在地 ） 

常駐する日 ■365日対応 D 次の期間を除く（ ） 

日中 9時 00分 ～ 19時 00分 人員 1人
常駐する時問

19時 00分 9 時 00分 人員 1人上詑以外9.J吟問 ～ 

毎日1回以上の
朝食、夕食時及び、朝食の提供のない方は午前中に訪問又は、電話にて確認 毎H 2回

状況把握サービ
スの提供力法 口入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった楊合は、当該居•件部分への訪間（近接する

十地に常駐する場合のみ）

常駐するH 00時 00分 ～ 24時 00分
提供時間

24時間緊急通報サービ 上記以外のH 口

スの内容 通報方法オンコール

通報先 事務奎 1通報先から住宅までの到着予定時間 1分

サーピス提供の 月額 約 40,000円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 円 方法

備考
夜間19:00～翌7:00までは宿直体制
24時問職員が常駐している



2．食事の提供サービ~スの内容（該当する堀合のみ）

提供形態 ●サービス付き祠齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
．．．．．．．．．，．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．雫●99囀.........,........．．疇●●●疇●●●● ●~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．疇●●●........................................．上●●●9 ~●●-••·•-....―,..ー●●●●●●胃●●●●●，．．．．．．．．．．．．『●●●雫●●●●● ●●『・・•雫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ●●●●● ●●，．．． 

託
又は氏名

す
仲所 （郵便番8- ） 

る （法人にあって
場 1ま屯たる事務所
合 の所在地） 雹話番号
の

委 住所 （郵便番悶 ） 

託
（法人にあって
は本業務1こ係

先 る宇業所の所
在地） 電話番号

食事提供を行う褐所 ■食棠 口各居住部分 口その他（ ） 

提供B ● 365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ● 入届者が選択（朝食） ■次の食事は提供しない（昼食 ） 

調理等 ■厨房で調理 □配食サービスを利用 口その他（ ） 

サーピス提供の 月額※ 約 52,500円 内訳 朝食 500円 昼食 0円 夕食 1,250円

対価（概算額） 前払令 約 円 前払金の算定方法

備考
欠食については、 3日前までに出し出が必要
家族等の来訪時に実費にて追加注文が可能（孝前中し込み）

※サービス提供の対価を月額で設定していない塩合は、 3OH問利用した場合の金額を記載すること。



3．入浴、排せつ、食事咎の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサーピス付き高齢者向け住宅提供事菜者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
．晉●●*...........●●ヽ，．．，．．．，響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．蜘●●●● ●●●●ヽ●●●疇••,...........,,.....................................、.............”................................—......................................

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる亨務所
合 (J)所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあってほ本炎務に係
先 る苺業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
ロ入浴介護 口排せつ介護 口食事介護

口その他 （ ） 

サービス提供(}.) 月額 約 円 前払金の貸定
対価（概算額） 前払金 約 円 方払

備考

4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 置サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商サ、名称
（ふりがな）

委
............、............,..........................,.............—...............,.....ヽ●●........................．．....................................・・・-・..............................疇●響●ヽ●疇●疇●●●●●● ●,.......................................．．．．．▲●●』••

託
又は氏名

す
住 所 （郵便番弓 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務所
合 の所在地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあっては本業務に係
先 る奉業所の所
在地） 屯話番号

捉供日 ■365日対応 □その他（ ） 

捉供方法
内容
■調理 ●洗濯 ■掃除
■その他 （ゴミ出し ） 

サービス提供の 月額 約 0 円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0 円 力法

介護保険対象外の方については、調理・洗渥・清掃について、 30分当たりl,000円で対応可能（時間は要潤
備考 整）。

ゴミ出しは、居室玄関から回収場所までの搬出を無料で行います（希望制）



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 編サービス付き高齢者向け住宅提供事業者がいら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
................,..........................、...................雫••.....................•• ●●蜘••・・・・・、....................・・・ 9 ・・・ー・ヽ●』・●●●●..........•▲●●.........................................................................................．．疇●●●●● ●●●，．．．．． 

託
文は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる亨務所
合 の所在地） 奄話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係

先 る苺業所の所
在地） 電話番号

提供l:J ■36ii日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容

● 健康相談 ■血圧等の測定 口定期検診 ●通院等の付き蔀い

■その他 （健康体操教宰 ） 

サービス提供(J) 月額 約 0 円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0円 方法

昔用は、状況把据•生活相談サービスに含みます。
備考 ただし、通院等の付き添いに要する費用は、 1時聞当たり1,fiOO円で対応いたします。

希望により、服薬悴理をする場合の費用は1ヶ月当たり3,000円となります。

6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 鵬サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
．．．．．．．．．，．．．．．ヽ●ー..............、...........,...,...,....,...,.......,....,...........,.....ヽ●●.....................,....●●● ● ●●●..................．．．▲•』••••••••••••••••u........................ヽ●●●ヽ．．．．．．．—··· ·•• • ••• •胃●●●● ●`，.....,...........,............. 

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる宰務所
合 り）所在地l 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託 （法人にあっては本業務に係
先 る苺業所の所
在地） 電話番号

提供旧 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容 最寄り駅への送迎・イベントの憔催・趣味活動への支援

サービス提供の 月額 約 0 F9 前払金の算定
対価（概舞額） 前払金 約 O F 方法

備考
最寄り駅（あざみ野）までの送迎定期便あり（週1回、無料）
イベントの参加、趣味訊勅については、実費徴収



1月」添 1|
運営方針

項目

竜要事項を記載した書面のひな形を公開する

人居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催｀指針の整備、研修及び担当
者の配置を行う

やむを得ず行う身体的拘束その他の人居者の行動を制限する行為に関して、委員
会の開催、指1+の楚備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、戟員に周知する

入居者に与えた損吉を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サ｀・・ピス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において
提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける

地域社会との交流及び連携を図る

災害に対応するための仕組みを整価する

字故{})発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを幣備する

入居者の建康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当咳入居者の家
族に連絡する仕租みを整備する

入居者間の交流の促進を図る

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サーピスと、そ
れ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サー・ピスの提供に必要な当該入居者に関する情
報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する

某本理念及び基本方針を定めるとともに｀これらを職負及び入居者に局知する

磁負の教育及び研修に関する計両を策定する

峨員に対して、認知症に関する研低を行う

識貝を登録男業者が行う研修以外の研修に参加させる什組みを整備する

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措
置を翡じる

該当

■はい
□いいえ
■はい
□いいえ

●はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
0いいえ

●はい

□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
口いいえ

■はい
口いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
口いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ

■はい
□いいえ



サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 2025年 7月 1H 

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 平成25年 7月1日

住宅の管理者氏名※1 管理者 大塚 トヨ

電話番号 IFAX番号 TEL 045-972-7095 ／ fax 045-270-2997 

ホームページアドレス https://ryokuseikai-yokohama. jp/ 

※l 管理者を配置している場合に記入

「2 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 Fax 045-903-8264 

ホームページアドレス https://ryokuseikai-yokohama. jp/ 

資本金（基本財産）

主な出資者（出捐者）とその

金額又は比率※2

設立年月日 平成元年9月29日

直近の事業収支決算額※3 （収益）1,524,595,512円 （贅用）1,488,786,155円 （損益）35,809,357円

会計監査人との契約 回・有（ ） 

他の主な事業 特別養護老人ホーム事業／通所介護事業 他

※2 出姿（出拒）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出賓（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理贅＋営業外費m、
損益は経常利益とする。

「3 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 Fax 045-270-2997 

ホームページアドレス https://ryokuseikai-yokoharna.jp/ 

「4 サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築某準法上の主要用途 寄宿舎 ． 共同住宅 ． 匠料老人ホームl． その他

建築物の耐火構造 耐火構造 ． 1準耐火構造］ ． その他（ ） 

泊火器 無・固

自動火災報知設備 無・回

火災通報設備 無・固
消防用設備等

スプリンクラー 園・有

防火管理者 目・有

防災計画 国・有



緊急通報装朕等の種類及び設問箇所

緊急通報装置等
浴至・トイレ・居室 緊急通報装置完備

安否確認の方法・頻度等
緊急連絡•安否確認

夕食は必ず食常で喫食・外出時の送り出し•その他、ご家族等の依傾に

より随時訪問

「5 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前

である場合）」について

(1)入居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義務 ＇

等※4

生活保護受給者の受入れ対応

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等※5

なし

包． n]

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が

相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、そ

の期閲内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除すること

ができる。

ー 第4条第1項に規定する賃料支払義務

二 第5条第2項に規定する共益喪支払義務

― 第 7条第 3 項に規定する状況把握•生活相談サービス料金支払

義務

四 前条第1項後段に蜆定する喪用負担義務

2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の

期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間

内に当該義務が屈行されずに当該義務迎反により本契約を継続す

ることが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除す

ることができる。

ー 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務

二 第9条各項に規定する毅務（同条第3項に規定する義務のう

ち、別表第1第六号から第八号までに掲げる行為に係るものを除

く。）

二 その他本契約菰に規定する乙の義務

3 甲は、乙が年齢を偽って入居斉格を有すると誤認させるなどの不

正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除すること

ができる。

4 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、 そ

の相手方は、何らの催むも要せずして、本契約を解除することがで

きる。

ー 第8条各号の確約に反する事実が判明した場合

二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当する

こととなった場合

5 甲は、乙が別表第1第六号から第八号までに掲げる行為を行った



場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができ

る。

自宅等 0人

社会福祉施設 0人

退去先別の人数 医療機関 1人

退月`＇IJ 
死亡者 0人

その他 ］人
去年
度
者 i 了 0人
の―
状お 事業者側の申し出 （解約事由の例）
況け
る

生前解約の状況
2人

入居名側の申し出 （解約事山の例）

自宅復帰、常時介護の対応可能な施設への転居

体験入居の期間及び喪用負担
体験利用はなし

や寸． 

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている蝙合に記入。

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手綜、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

「6 サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サーピス及び入居者から受領する

金銭」について

(1)運営に関すること

運営に関する方針 その人らしい生活を支援します

サービスの提供内容に関する特色 外部サービス利用型（介護保険ギ業）

連営懇談会の開催状況 ※6 年 1回開催

（開催回数、設置者の役職員を除く参
地域自治会長地域民生委員他
かやの樹の運常全般について

加者数、上な議題等）

※6 運営懇談会を設置している楊合は記人。

(2)苦情等の取り扱い

苦惰解決の体制（相談窓口、責任者、連
相談窓nは管理者（大坂トヨ）。苦情の対応は、法人本部及

び第三者委員会にて協諧する。また、横浜市高齢施設課、建
絡先、第三者機関の連絡先等）

築局を相談窓口として掲示している。

事故発生時の対応（医掠機防等との連 事故発生時マニュアルにて責任者、医療機関、こ＇家族等との

携、家族等への連絡方法・説明等） 連絡体制・方法について定めている。

事故発生の防止のための指針 無•国

損害賠償（対応方針及び損害保険契約
介護保険・社会福祉事業者総合保険加入

の慨要等）



サービスの提供に伴う事故等が発生し 無・巨

た場合の損害賠伯保険等への加入 有の場合の保険名（介護保険・社会福祉事業者総合保険）

(3)医療

名 称 横浜総合紺院

診療科目 内科・脳外科・消化器科他
協力に療機関（又は頓託医）

所在地 横浜市肯葉区鉄町2201
の概要及び協力内容

距離及び所要時間 片道2km （車にて片道5分）

協力内容 日常の受診及び緊急時の対応

名 称 なし

所在地 なし
協力歯科医療機関

なし距離及び所要時間

協力内容 なし

入居者が医療を要する場合の 原則、受診の判断及び医療機関については、本人又はご家族に委ねる

対応（人居者の意思確認、医 。入居時にかかりつけ医等の情報を収集し、緊急時にどのように対応

師の判断、医療機関の選定、 するべきか事前に意見を劇いている。長期入院の場合の退去について

費用負担、長期に入院する場 も期間は定めておらず状況をご家族と相談しながら決めている。あく

合の対応等） までも本人ご家族の意思を優先している。

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 (2025年 7月 1日現在）

常勤換袋後の 成闘簡務蕨負ほ

職員数
(19侍～翌7時） 備 考

人数 うち廿立対応 （最少人数 （資格・委託等）

） 

管理者 (1) 

／ 
介設女援専門艮・介護福祉I: 等

生活相談員 (5) 1 准石護師・介護福祉士等

直接処遇職員 （ ） 

介護轍員 （ ） 

看護職員 （ ） 

機能訓練指導員 （ ） 

従業 理学療法士 （ ） 

者の 作業療法士 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄蓑士 （ ） 

調理員 (4) 

事務職員 （ ） 

その他職旦 （ ） 

合 計 (1 0) 



介護に関わる職員体制 ※7 以上

注1)職員数襴の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護舌及び要支援者に対して介護サービスを提供する職只と自立者に対して

一時的な介祗その他H常牛活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を杓数で記入。

なお、特定施設人居者生活介護等を提供しない椙合は、記入不要

3)機能訓錬指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考憫には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門只資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入。

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。

イ 職員の状況
•ー・

他の職務との兼務 I国あり 2 なし

田あり
管理者

兼務に係る
資格等の名称 I

資格等
介護支援専門員、介護福祉士

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練 計画作成
指導員 担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度 1年間の

゜採用者数

前年度1年間の

゜退職者数

麿喜 1年末満

゜たi ァ・・
1年以上職'---

゜員従事 3年末満

のし 3年以上 1 
人た 5年末満
数経

5年以上

塁 10年未満 ゜数
に 10年以上 4 

従業者の健康診断の実施状況 工あり 2 なし

ウ 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の吝格取得状況

社会福祉士 人（人） 医 師 人（ 人）

介護福祉士 2人（人） 看護師 人（ 人）

介護支援専門員 1人（人） 准看護師 2人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（人） 資格なし 4人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 1人（人）

注1)資格を複数持っている載員がいる場合は、社会福祉I:、介護福祉士の順に優先して記入する。



他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する C

注2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者ぱ、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 国公開（国図・写し交付）

入居希望者等 入届契約書の公開 m公開（囮翌・写し交付）
への 管理規程の公開 □公開（国図・写し交付）
情報嘴示

財務諸よの公開 田公開（厘祠・写し交付）

事業収支計画の公開 □公開（圃宣・写し交付）

(6)その他

横浜市サービス付
き高齢者1,,Jけ住宅

＜適合していないホ項がある場合の内容＞

腟備運営指導指針

に適合していない

半項 ※12 

2 非公関

2 非公開

2 井公開

2 非公開

2 非公開

※8 市の指針上適合していない事項について、指針の9~13に該当する運営而に関することを記述
すること。なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

0添付害類：別蔀1 「サービス付き商齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表J



別添1 サービス付き高齢者向け住宅が捉供するサービス等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （無）

区 分 自立 要支援1~2 要介護1~5

提供サービスの別
利用料金に含まれる
サービス

その都度徴収するサーピス

介護予防特定施設入居者
生活介護により提供され
るサービス、又は利用
料金に含まれるサービス

提供方法（回数等）

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

サービスの提供内容等

1，介護サービス

言 ］ こ ク
・排泄介助

•おむつ交換

•おむつ代

徊 等
•清拭

・一般浴介助

言・身だしなみ介助
麟能訓練

犀 ―
・ナースコー｝J.. |国 ・無l駆けつけ無料
2．生活サービス
①家事

・畔 ―一 回I・無
・洗濯 国］・無

，戸 ロ・下罷 ＿． ＿ ・無 戸 謂不良時のみ

③瑶美容 有・回

④代行
・買物 有・匡＇l -一

康所手続 ー］戸匿I
3 偉康管理サービス

昌 圏

号 I：置
5 その他サービス

量 二

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単僅） 提供方法（回数字） 金額（単価）

特定施設入届者生活介渡
により提供されるサービ
ス、又は、利用料金に含
まれるサービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金顛（単価）

朝6時館内チェック
孜2l咤館内チェック

痴 時館内チェック

夜21時館内チェック
I 

担
蛍
i

有

布

有

I | 

墨

薔

有
一有

有

I 

昌

：圏
〖

有

有

有

有

有

I I 
_l--- I 

I | II 

1交通費実費I同行代1時間 |1,500円 1交通贅英費／同行代1時間 1,500円

プ牧急車同行1時間 1,500円 駆けつけ無料 1救急東l,;J行1爵間 l, 500円 熙けつけ無料

交通費実費‘同行代1時間 |l,50OPl 

― 1救急車同行1時厠 I, 500円

30分

30分

I Il 
1, uuo円

→1,000円 1原則体訓不良時のみ＿~
-—• I30分 :1, 000円

1, OOOf-4 
30分
30分

l, 000円
――←l 

|1, 000円

1尿則体調不良時る石

--—• l II 

回数時問関係なく

回数埒間問係なく
く

く

な

な

係

係

関

関

間

間

時

時
数

数
同

回

一
―
-

F 上
ー 二

肴望者のみ1ヶ月

内容により変釘―

I面望者の；；
'3,000円 I希望者のみ1ヶ月

内容によ り変動

3』000円 I希望者のみ 9- -ーロに戸戸三凸

内容：こより変勘100円～2,000円

注l)『'i・要支採l~2・委介證l~5 を区分した坦合は 8 区分となるが、捉供サ•ービス内容が同じである現合等は、遥立、複数の区分をまとめることとして差し支えない。
注2) 「提供サード・スの別」の利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお、特定施改入居者生活介護（介護予防を含む）の指定を受けていない場合は、婆支拐 ・要介護の憫は、 「利用料金に含まれるサービス」とすること．
注3) 各•サ←ー・ビスごとに提供方法（回数等）及び金領（費用負担等）も明示すること．
注4)上記9)サーピス項目以外に、サービス提供の状況等1:．応じ、適直項目の9員序の変更、項E1の追加笞を行って井し支えない。
注5) 「その他サービス」憫1す、上記以外のサーピスを必要に応じて記入すること．

100円～2，1)(lOPl |lOOPl~2, 000円


